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タブレット端末の納入完了および徳島県教育委員会への当社見解書の提出に関するお知らせ 

 

 

 

弊社が納入したＣＨＵＷＩ社製タブレット端末（ＵＢｏｏｋ）がバッテリー膨張による故障に

より多数が使用不能となり、教育現場の皆様にご迷惑をおかけしておりますことにつきまして、

改めてお詫び申し上げます。 

弊社では、教育現場での端末不足の状態緩和の一助となりますよう、昨年１２月８日、タブレ

ット端末３，５００台の無償貸与等の申し入れを行っておりましたが、本日をもって、ご指定の

学校への納入が完了しましたので、お知らせいたします。 

併せて昨日、弊社は、第三者検査会社による内蔵電池の膨れ解析結果および弊社が行ったＵＢ

ｏｏｋの保管状態調査の結果を踏まえ、徳島県教育委員会に対し、「タブレット端末（UBook）問

題における当社見解について」（添付資料）を提出いたしましたことをご報告いたします。 

 

 

 

添付資料：タブレット端末（UBook）問題における当社見解について 

 

 以 上 
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タブレット端末（UBook）問題における当社見解について 

 

１．バッテリー膨張原因調査結果により製品の不良は認められませんでした 

 タブレット端末（以下、「UBook」という。）の内蔵電池の膨れ（以下、「本件バッ

テリー膨張」という。）については、本年 1 月 31 日に提出した第三者検査会社作成に

係る検査結果報告書（以下、「第三者検査結果報告書」という。）のとおり、UBook の

製品の不良によるものではないと認識しております。 

第三者検査会社は、「初めに、正常品での充放電制御を確認したところ、タブレッ

トの充放電制御に問題はなく、機器の充放電条件に起因した膨れの発生ではないもの

と考えられた。」としています。 

次に、膨張した UBook を解析した結果より、本件バッテリー膨張は「電解液のガ

ス化が要因であり、電解液のガス化は、使用環境や保管環境で大きく促進されるため、

保管環境（夏休み、冬休みなどの休校の為、空調管理がされていない状態の充電や、

直射日光があたる状態での充電）などの加速因子が重なったことで、発生したと推察

された。」と考察しています。 

なお、第三者検査結果報告書では、電解液のガス化の顕著な理由として、保管環境

に加え、リチウムイオン電池の構造要因として「負極セルの活物質未塗布領域がやや

広い」内部電極の構造を掲げ、これにより「電解液による金属箔の溶解や電解液の変

質、ガス化などが発生して、電池の劣化が促進される」との推察も記載されています。 

そこで補完的に、新品の UBook の内蔵電池解析を同一の第三者検査会社に対して

追加で依頼し、当該第三者検査会社より本年 3 月 15 日付報告書（「追加報告書」）を

受領しました。追加報告書においても、「前回調査した不具合品とほぼ同等の構造で

あることが確認されたため、日常生活とは異なる保管環境等で使用が続く場合、電解 

  



液のガス化などの劣化が、顕著になる可能性が示唆された」との推察が記載されてい

るとおり、１月の第三者検査結果報告書と同様の推察がなされております。 

これらを受けて、第三者検査会社からは、UBook 内蔵電池の考察結果として「製造

上の瑕疵（不良品）ではないと考えられる」との報告がなされており、やはり保管環

境要因がなければ、電解液のガス化が促進されることはなかったと考えられます。 

 

第三者検査会社の信頼に足る解析結果を踏まえると、当社といたしましては、

CHUWI に対して UBook のリコールを働きかけるに足る UBook 自体の製品の不良

は認められないと判断しております。 

 

２．保管環境実態調査結果によりバッテリー電解液のガス化の加速要因となりうる保管

状態であったことが確認されました 

本件バッテリー膨張については、第三者検査結果報告書では、機器の充放電条件に

起因するものではなく、保管環境などで加速要因が重なった電解液のガス化が要因で

あると推察されており、新品の UBook 内蔵電池解析に係る追加報告書でも、日常生

活とは異なる保管環境等で使用が続く場合、電解液のガス化などの劣化が、顕著にな

る可能性が示唆されております。 

当社が UBook の保管状態について 2024 年 2 月に調査した結果、次のようなバッ

テリー電解液のガス化の加速要因となりうる保管状態であったことが確認されまし

た。 

まず、充電保管庫の設置場所や充電タイマーの設定の違いなどからは、本件バッテ

リー膨張をもたらした直接的な原因は特定できませんでしたが、調査時点においては

一部の充電保管庫において充電タイマーが外されるなど文部科学省の充電保管庫詳

細仕様に定める輪番充電が上手く機能していないと考えられる状態にあるものも認

められました。 

また、事前のアンケートおよび学校でのヒアリングから、夏休みや夏休み以外の日

常でも持ち帰りを行っていない学校では膨張率が顕著に高い傾向にあることが認め

られました。 

これらのことから、学校の充電保管庫の中で長期間に亘って保管された状態であっ 

  



たことが本件バッテリー膨張に繋がったのではないかと推察されます。加えて、猛暑

であった昨年夏季に本件バッテリー膨張が多発したことからも、夏休み中などの保管

環境が加速因子として影響したものと推察されます。 

 

３．総括（当社の見解） 

上記 1 のとおり、バッテリー膨張原因調査結果によれば、製品の不良は認められず、

したがって、当社といたしましては UBook の製品そのものはリコールの対象とはな

らないと判断しております。また、上記２のとおり、UBook の保管環境実態調査によ

れば、学校の充電保管庫の中で長期間に亘って保管された状態であったと思われる

UBook に本件バッテリー膨張が多発しており、第三者検査機関による本件バッテリ

ー膨張に関する考察や新品の UBook 内蔵電池解析からの示唆に照らせば、本件バッ

テリー膨張は、UBook の製品の不良に起因するものではなく、学校における保管環境

で加速要因が重なったバッテリー電解液のガス化が要因であると考えております。 

以 上 

 


